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育児に関する男性の休業・休暇の現行制度(国家公務員)

名称
育児休業

※取得可能期間（民間は原則１歳、最長２歳まで）
を除き、基本的に民間法制と同じ

「男の産休」（特別休暇）
年次休暇妻の出産

（配偶者出産休暇）
男性の育児参加
（育児参加休暇）

取得事由 ３歳未満の子の養育 妻の出産に係る入退院や
出産の付き添い等

出産に係る子又は未就学
の子の養育 事由問わない

期間 子が3歳に達するまでの期間において
職員が請求した期間（最長3年）

2日以内
（出産入院等の日
～出産後2週間）

5日以内
（出産予定日6週間前
～出産後8週間）

1年につき20日
（20日分まで翌年繰越可）

平成30年平均取得日数：14.８日
出典：平成31年国家公務員給与等実態

調査（人事院）

給与
無給

（子が原則1歳（最長２歳）に達する日まで共済か
ら育児休業手当金を支給。支給水準は180日まで標
準報酬日額の67％、181日以後50％）

有給 有給

根拠法令 国家公務員の育児休業等に関する法律 人事院規則15－14
一般職の職員の勤務時間、休
暇等に関する法律(日数)
人事院規則15－14(繰越)
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男性国家公務員の育児休業及び「男の産休」の取得状況

男性の育児休業の取得率/期間
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○ 「第４次男女共同参画基本計画」(平成27年12月)において、
官民ともに令和２年までに13％とする政府目標を設定

５日未満, 
6.0%

５日以上２週間

未満, 28.2%

２週間以上１月以下, 
34.7%

１月超12月以

下, 29.8%
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1.0%
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【取得期間（平成30年度）】

民間男性
36.3%

民間男性
35.1%

民間男性
9.6%

「男の産休」５日以上使用率

○「国家公務員の女性活躍とワークライフ
バランス推進のための取組指針」(平成
26年10月17日決定)で、全ての男性職員
が合計５日以上取得する目標を設定

国家公務員

民間企業

国家公務員

【取得率の推移】
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（※）国家公務員の数値は、内閣人事局「女性国家公務員の登用状況及び国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ」から抜粋。
民間企業の数値は、厚生労働省「平成30年度雇用均等基本調査」から抜粋。各年度の調査対象者の範囲等は、国家公務員の調査と完全には一致しない
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理由 割合

１ 収入を減らしたくなかったから ３２．４％

２ 職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから ２５．０％

３ 残業が多い等、業務が繁忙であったから １８．１％

４ 自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから １６．７％

５ 会社で育児休業制度が整備されていなかったから １５．７％

育児休業制度を利用しなかった理由
（男性・正社員、複数回答。上位５項目を抜粋）

（※）厚生労働省「平成30年度 仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書
（労働者アンケート調査結果）」（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）より抜粋

民間企業における育休取得の阻害要因



□ 男性国家公務員における（※1）「育児休業」の取得意向は、８割超（男性国家公務員の育児休業取得率[Ｈ30] 12.4%）
□ 「育児休業」を取得しない理由は、「収入の減少」や「業務面での懸念」などが上位
□ 「育児休業」の取得期間については、「現在の業務への影響」「上司や同僚の理解・協力」が大きく影響

男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得に関する意識（職員アンケート調査中間集計）

（１）「育児休業」「男の産休」の取得意向
Ｑ１.今後、子の出生時に、「男の産休」「育児休業」を取得したいと思うか。
（結婚や子の出生を予定していない場合も仮定の話として回答。Q2も同様）

（２）「育児休業」を取得しない理由（上位５項目）
Ｑ２. 「育児休業」を取得しない理由は。（Ｑ１で「利用したいが、利用でき
ないと思う」「利用したくない」と回答した職員が対象）

男性国家公務員 民間（※2）

1 収入の減少 37.4％ 32.4％

2 業務が繁忙 31.4％ 18.1％

3 復職後の職場変化への適応 24.6％ 2.9％

4 自分にしかできない仕事 22.8％ 16.7％

5 取得しづらい雰囲気 20.4％ 25.0％

（※2）民間企業の男性正社員が育児休業を取得しなかった理由。厚生労働省委託調査「平成30年
度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」から抜粋

（３）「育児休業」の取得期間に影響する要素（３つ選択）
Ｑ３.「育児休業」の取得期間を考えるに当たって影響があると思われる要素を
３つ選択。
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（※1）「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進に関する職員アンケート調査」(国家公務員の約3割を無作為に抽出し、インターネット調査で実施。下記数値は、調査対象者
のうち50歳未満の男性職員の回答について、中間集計した暫定値(最終的な調査結果は来年4月公表予定。))

50歳未満計
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(n=22325)
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取得促進に向けたこれまでの取組

取得が進まない要因 これまでの主な取組や支援制度など

収入の減少

取得しづらい
雰囲気

◇ 育児休業手当金：180日まで標準報酬日額の67％支給（それ以降は原則、子が1歳に達す
る日まで50％）【平成26年４月に180日までの支給率50%→67％に引上げ】

◇ 育休期間が1か月以下の場合は、期末・勤勉手当を全額支給【期末：平成23年度、勤勉：
平成28年度～】（通常は期末手当は休業期間の１/２、勤勉手当は全てを除算して支給）

◇ 育児休業中の共済掛金の免除（子が３歳まで）【平成17年に３歳までに引上げ】

◇ 「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」（平成26年
10月）において、両立支援制度の周知徹底、「男の産休」の取得目標（全ての男性が
合計５日以上）設定、管理職の意識改革のための取組などを推進

◇ 管理職による「プッシュ型」の取得促進
（平成30年6月～）【後掲】

業務多忙
・

「自分しかできない」意識

◇ 「イクメンパスポート」（平成26年度～３万部(㉚実績）、各府省人事課・対象者へ事例・制度等を
紹介）、アピールポスター（平成25年度～自衛官含む各府省1.5万部㉚実績）の作成・配布

◇ 全管理職を対象としたeラーニングの実施（平成29年度～、２万人受講㉚実績）等
◇女性活躍・ワークライフバランス推進マネジメントセミナー（平成28年度～人事当局、管理職対象）

収入面の対応

機運醸成

制度を
知らない

◇ 業務見直し・効率化 ◇ 上司による業務マネジメントの強化
※男性の育児短時間勤務など両立支援制度利用で不足する人員をカバー可能な
ワークライフバランス推進のための定員措置（平成27年度～）

「働き方改革」「業務見直し」の推進等

※民間法制と同水準

制度の周知・意識啓発



（１）取得促進に向けた全府省の取組強化＜管理職による「プッシュ型」の取得勧奨＞
・各府省等の人事当局に対し、男性職員の育児休業及び「男の産休」の取得を促進するための標準的な取組手順及
び人事評価の実施について通知
＜取組手順＞
① 職場全体への制度の周知及び取得の啓発
② 上司や人事当局による対象者把握、取得日程の相談
③ 業務分担の⾒直し等の取得環境整備
④ 上司は、部下の男性育休の取得状況及び「男の産休」の取得が５日未満となった理由を人事当局に報告

（２）管理職（上司）の人事評価への反映＜管理職の役割の明確化＞
⑤ 全ての管理職は、自己の「目標設定」に当たり、部下の両立支援制度の活用に向けた取組について留意
⑥ 管理職の人事評価は、部下職員の取得状況や管理職本人の取組状況を重視した上で適切に評価

取得促進に向けたこれまでの取組

管理職による「プッシュ型」の取得促進 平成30年6月～

7

【参考】女性活躍加速のための重点方針２０１８
（平成30年６月12日すべての女性が輝く社会づくり本部決定） 抜粋

• 各府省において管理職の人事評価を行うに当たり、長時間労働の是正や部下の年次有給休暇等の取得促進などの働き方改革
の取組の状況と併せて、男性職員の育児参画をより推進するため、部下の男性職員の育児休業や「男の産休」の取得状況
等、両立支援制度の活用に向けた当該管理職の取組状況を重視した上で適切な評価が行われるよう、具体的な方策を検討
し、その導入を図る。



令和元年11月1日 閣僚懇談会における発言要旨
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２．総理大臣発言要旨

一 全世代型の社会保障を確立する中で、子育てしやすい家庭環境づくりは重要な課題です。男性の育児休業取得は、
その実現のための重要な施策であり、強力に促進していく必要があります。

二 他方、実際の取得率は、低水準にとどまっており、国家公務員についても、目標に達していない現状にあります。

三 先ほど国家公務員制度担当大臣から説明があったように、国家公務員が率先して、大胆な取組を行うことは、我
が国全体の取得率向上を図る上でも重要であると考えます。国家公務員制度担当大臣は、各省大臣と連携し、具体
的な方策を早急に検討してください。

１．国家公務員制度担当大臣発言要旨

一 この度、国家公務員の育児休業等の取得状況について取りまとめましたので、報告します。

二 平成三十年度の男性職員の育児休業取得率は十二．四％、産前産後の特別休暇である「男の産休」の五日以上使
用率は六十七．八％でした。いずれも過去最高ではありますが、いまだ目標には達しておりません。男性職員が取
得をためらう要因として、収入面の懸念のほか、業務の多忙さや、職場の雰囲気を挙げる意見も多く、職場全体と
して環境の整備を進めていくことが重要です。

三 男性職員の家庭生活への参画促進は、男性職員自身の仕事と家庭生活の両立のみならず、女性職員の活躍促進の
ためにも不可欠です。

四 そのため、男性職員が育児に参画する時間をきちんと確保し、民間部門も含めた我が国全体の取得率向上につな
げていくためにも、民間の先進事例も参考に、子供が生まれたすべての男性職員が一か月以上を目途に育児に伴う
休暇・休業を取得できることを目指し、思い切った取組を行ってまいりたいと考えております。各大臣におかれて
も一層の御尽力をお願いいたします。



男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得を促進するための取組

各府省等は、以下を標準的な取組として、必要な工夫も加えつつ取得を促進
①管理職員による本人の意向に沿った取得計画の作成、取得中の業務運営の確保
・合計１か月以上の休暇・休業の取得を前提に、上司（管理職員）が対象職員に取得勧奨
・本人の意向に基づき、上司が取得計画を作成。事前に業務分担の⾒直し等の環境整備を行い、取得期間中の円滑な業
務運営を確保（内閣人事局は取組の実施方法の例や、様式例、教材等を作成・提供）

②幹部職員のリーダーシップ発揮、人事当局の積極的な関与
・幹部職員：定期的なメッセージの発信、取組状況の確認、必要な対策の実施
・人事当局：管理職員の報告により対象職員を把握、取得状況の進捗を確認。取得意向のない場合や計画と実績の間に

乖離がある場合には本人等に確認するなど、積極的に関与
③人事評価への反映
・幹部職員・管理職員その他直属の上司等の取組状況は人事評価に反映（内閣人事局は考え方・目標設定例等を通知 ）

「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針」のポイント
（R1.12.27 女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定）

□ 令和２年度から、子供が生まれた全ての男性職員が１か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目指し、政府一丸
となって取組を進める。

フォローアップの実施 内閣人事局は、各府省等の取組状況を取りまとめ、公表。効果的な取組等の共有等
定員面での支援の検討 内閣人事局は、令和２年度に拡充予定のワークライフバランス定員について、活用状況を

踏まえて今後の措置を引き続き検討
更なる環境整備の検討 より休暇・休業を取得しやすい環境を整備する観点から、休暇・休業に関する制度・運用の

在り方等について、人事院、内閣人事局などの関係府省等で引き続き検討

２

３

４

○多様なニーズに対応できるよう、「男の産休（配偶者出産休暇（2日）・育児参加休暇（5日））」、育児休業のほか、育児時間
や年次休暇（時間休も可）等を幅広く対象

○取得時期は本人の判断によるが、①原則、子の出生１年後までとし、出産後の女性の心身両面の負担を踏まえ、
②「男の産休」取得可能期限（配偶者の出産後8週間経過する日）までに一定期間まとめての取得を推奨

１
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計画を受領

（２か月以内）
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取得状況
確認・勧奨
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計
画
作
成
率
・
内
容
）
の
速
報

【FU調査】

新たな標準的な取組手順と役割分担（概略・フローイメージ）

様式例

取得
計画書

子の出生予定
を報告

取得勧奨
・「合計1か月以上」
・なるべく「1年以内に取得」
かつ「８週以内に一定期間
まとめ取り」

取得プラン作成依頼

部下の子の
出生予定を報告

必要に応じて
業務遂行計画を作成

状況に応じて上司・本人に確認・勧奨
取得計画の

取得完了を確認
幹部職員からの
勧奨を依頼

取得計画に
実績を更新

期首面談等を
活用して進捗を確認

必要に応じて
計画を見直し

10

（最新）
必要に応じて

代替要員等の検討依頼
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取得促進方針実施に向けた各府省への各種ツール等の提供①

＜「男の産休・育休等」取得計画書兼フォローシート（様式例）＞ ＜男性育休（休暇・休業）に伴う業務遂行計画書（様式例）＞

□ 各府省等における事務負担の軽減と、取組をより効果的なものとする観点から、様式例や各種ツール等を内閣人事局が提供。
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＜家族ミーティングシート＞ ＜国家公務員の育児休業 収入シミュレーションシート＞

取得促進方針実施に向けた各府省への各種ツール等の提供②
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取得促進方針実施に向けた各府省への各種ツール等の提供③
＜意識啓発チラシ＞ ＜ポスター＞
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